
目標 指標 数値目標 達成状況 資料１の
該当頁

1 普及啓発の強化 指標1
職域を対象にウイルス性肝炎の正しい知識の普及啓発を行う機会の確
保（継続）

年1回以上実施 達成
（2月に職域事業者向けに啓発を実施）

２～６頁

指標2
道立保健所による一般市民向けの普及啓発の機会の確保
（新規設定）

年1回以上実施 達成
（肝炎デーの際にポスターやホームページ
を利用した呼びかけ実施） ２、７頁

2 肝炎ウイルス検査受
検件数の増加

道立保健所での検査件数の増加（継続） ４２２件以上に増
加

未達成
※検査数は増加傾向 ８～10頁

3 医療提供体制の整備 肝疾患に関する専門医療機関を指定している二次医療圏域数
の増加（継続）

２１圏域 未達成（２０圏域）
11頁

4 陽性者フォローアップ事業によ

る陽性者の早期医療受診を増加

フォローアップを実施する市町村の割合の増加（新規設定） ５０％以上 未達成（１５％）
12頁

5 肝炎医療コーディ
ネーターの活用につ
いて

指標1
肝炎医療コーディネーターの認定者数増加（新規設定）

１，０００人以上 達成（１，０１５人）
12頁

指標2
肝疾患に関する専門医療機関への肝炎医療コーディネーター配置率の
向上（新規設定）

１００％ 未達成（５３％）
12頁

指標3
市町村への肝炎医療コーディネーター配置率の向上（新規設定）

２０％
(35/179市町村)

未達成（１１％）
12頁

指標4
道立保健所の肝炎医療コーディネーター配置率の向上（新規設定）

１００％ 未達成（８８％）
12頁

北海道ウイルス性肝炎対策実施要綱の達成状況について
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資料１

※ 数値目標は、令和６年度から11年度の６年間



○目標１：普及啓発の強化

潜在的キャリアの早期発見と検査陽性者の早期受診による重傷化防止の実現のため、職域及び一般市民への肝炎の予防と早期
発見に関する正しい知識、医療制度・検査制度の普及啓発を関係機関と連携し推進する。

＜指標１＞職域を対象にウイルス性肝炎の正しい知識の普及啓発を行う機会の確保（継続）

【目 標】年1回以上実施
【策定時】未実施 ⇨ 【令和６年度の達成状況】令和７年２月に地域保健課の職域研修にて啓発を実施 （Ｐ３～Ｐ６）

＜指標２＞道立保健所による一般市民向けの普及啓発の機会の確保（新規設定）

【目 標】年1回以上実施⇒肝炎デーにあわせ保健所にてポスター掲示による啓発を実施
【策定時】未実施 ⇨ 【令和６年度の達成状況】肝炎デーにあわせ保健所にてポスター掲示やホームページによる啓発を実施 （Ｐ７）
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3 

肝炎（B型・C型）予防について

※ 令和７年（2024年）２月13日（木）令和6年度道民の健康づくり推進協議会 地域・職域連携推進専門部会資料より ①



4

※ 令和７年（2024年）２月13日（木）令和6年度道民の健康づくり推進協議会 地域・職域連携推進専門部会資料より ②



※ 令和７年（2024年）２月13日（木）令和6年度道民の健康づくり推進協議会 地域・職域連携推進専門部会資料より ③
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※令和７年（2024年）２月13日（木）令和6年度道民の健康づくり推進協議会 地域・職域連携推進専門部会資料より ④

職域団体宛てに受検呼びかけを実施 6



7

北海道感染症対策課ホームページより引用
URL
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/112446.html

世界肝炎デーに向けたポスター



コロナ以前の水準に戻った

検査要綱の見直しにより
他の検査との同時受検が可
能になったことも増加した
要因の一つと考えられる

○目標２：肝炎ウイルス検査受検件数の増加

8

＜指標＞道立保健所での検査件数の増加

【目 標】４２２件以上に増加
【策定時】２３３件（H３０～Ｒ４までの平均値） ⇨ 【令和６年度の達成状況】B型３２５件、C型３１７件



※令和６年度肝炎医療コーディネーター養成研修資料より引用

9
※ 令和６年４月から、要件に1度も受けたことがない方を追加した。



※ 令和６年４月から、１回の採血で最大４つの
検査が可能となったので、HBs・HCV・梅毒・
HIVの様式を統合した。

10

肝 炎：①輸血や臓器移植を受けたことがある者及びフィブリノゲン製剤（フィブ

リノゲン糊）としての使用を含む。）、輸入非加熱血液凝固因子製剤を

投与された

②薬物濫用者

③入れ墨・ボディーピアスをしたことがある

④肝炎ウイルス感染者と性的接触があった

⑤予防接種法に基づく定期の予防接種を集団接種された

⑥その他感染の可能性が疑われる

梅 毒：①不特定多数の者との性的接触のあった者

②その他感染の可能性が疑われる者

ＨＩＶ：①不特定多数多数の者との性的接触があった者

②エイズまん延地域での滞在が長かった者

③常習的な売春行為を行っている者

④静脈注射等による薬物濫用者

⑤海外で輸血を受けた者

⑥エイズ多発国の者

⑦その他感染の可能性が疑われる者



○目標3：医療提供体制の整備

圏域 2次医療圏 医療機関数（178） 圏域 2次医療圏 医療機関（178）

道南 南渡島 12 道北 上川中部 11

南檜山 0 上川北部 3

北渡島檜山 1 富良野 1

道央 札幌 82 留萌 2

後志 6 宗谷 3

南空知 7 オホーツク 北網 6

中空知 5 遠紋 3

北空知 1 十勝 十勝 12

西胆振 6 釧路・根室 釧路 5

東胆振 7 根室 4

日高 1
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関係資料：令和6年度肝疾患に関する専門医療機関一覧

南檜山には専門医が不在であり、指定ができていない。引き続き、関係機関と連携し課題解決に取り組む。

＜指標＞肝疾患に関する専門医療機関を指定している二次医療圏の増加

【目 標】２１圏域
【策定時】南檜山圏域を除く２０圏域に設置 ⇨ 【令和６年度の達成状況】南檜山圏域を除く２０圏域に設置



○目標４：陽性者フォローアップ事業による陽性者の早期医療受診を増加

＜指標＞フォローアップを実施する市町村の割合の増加（新規設定）

【目 標】 ５０％以上
【策定時】 ４０％（71市町村/179市町村） ⇨【令和６年度の達成状況】１５％（25市町村/171市町村 未回答等７自治体)

※北大自治体調査より

○目標５：肝炎医療コーディネーターの活用について

＜指標１＞肝炎医療コーディネーターの認定者数増加（新規設定）
【目 標】 １，０００人以上
【策定時】 ８５９人 ⇨【令和６年度の達成状況】１，０１５ 人（令和６年12月時点）

＜指標２＞肝疾患に関する専門医療機関への肝炎医療コーディネーター配置率の向上（新規設定）
【目 標】 １００％
【策定時】 ５０．２％ （90医療機関/179医療機関） ⇨【令和６年度の達成状況】 ５３％（94/178医療機関）

＜指標３＞市町村への肝炎医療コーディネーター配置率の向上（新規設定）
【目 標】 ２０％（35/179市町村）
【策定時】 ８．９％（16/179市町村） ⇨【令和６年度の達成状況】１１％（19/179市町村）

＜指標４＞道立保健所の肝炎医療コーディネーター配置率の向上（新規設定）
【目 標】 １００％
【策定時】 ９２％（24 / 26箇所） ⇨【令和６年度の達成状況】８８％（23/26箇所）

12引き続き各種研修の場での制度周知等の呼びかけに努めてまいります


